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市民と行政を結ぶ広報紙

○
対
象
団
体

　

市
内
の
児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童

お
よ
び
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
の
学
校
教
育
関

係
団
体
な
ら
び
に
障
害
者
基
本
法
に

よ
る
団
体

○
奨
励
金
の
対
象
と
な
る
も
の

◦
新
聞
紙
、
雑
誌
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
な

　

ど
の
古
紙
類

◦
ボ
ロ
布
、
古
着
な
ど
の
古
布
類

○
奨
励
金
申
請
方
法

　

資
源
再
利
用
物
回
収
奨
励
金
交
付

申
請
書
に
、
市
長
が
認
め
る
回
収
業

者
が
発
行
の
資
源
再
利
用
物
回
収
実

績
証
明
書
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

＊
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

　
　

http://w
w
w
.city.iga.lg.jp/

○
奨
励
金
の
額

　

種
類
別
に
回
収
さ
れ
た
資
源
物
１

㎏
に
つ
き
３
円
を
支
給
し
ま
す
。

○
申
請
書
提
出
先

　

本
庁
清
掃
事
業
課
・
本
庁
環
境
政

策
課
・
各
支
所
住
民
課

【問い合わせ】
本庁清掃事業課　
☎２０－１０５０

 生ごみ処理容器補助金制度

 ごみの減量・資源化を推進す
るため、家庭から出る生ごみ
の減量化や、堆肥化による資
源の有効利用を目的として、
生ごみ処理容器を購入した方
に購入費の一部を助成してい
ます。

○
補
助
対
象
者

　

申
請
者
は
1
と
2
両
方
に
該
当
さ

れ
る
方
を
対
象
と
し
ま
す
。

1
市
内
に
住
所
の
あ
る
方 

（
申
請
者

は
世
帯
主
で
あ
り
、
市
税
を
完
納
さ

れ
て
い
る
方
）

2
自
ら
が
所
有
ま
た
は
管
理
す
る
家

屋
、
土
地
に
自
費
で
設
置
さ
れ
る
方

（
良
好
な
状
態
で
維
持
管
理
で
き
る
方
）

○
申
請
方
法　

　

処
理
容
器
購
入
後
、
３
カ
月
以
内

に
次
の
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

1
伊
賀
市
生
ご
み
処
理
容
器
購
入
費

補
助
金
交
付
申
請
書
お
よ
び
請
求
書

＊
申
請
書
お
よ
び
請
求
書
は
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

　

ま
す

　
　

http://w
w
w
.city.iga.lg.jp/

2
処
理
容
器
の
領
収
書　
（
容
器
の

メ
ー
カ
ー
名
、
型
式
、
数
量
、
領
収

者
の
氏
名
が
明
記
さ
れ
た
も
の
）

3
申
請
者
本
人
（
世
帯
主
）
の
市
税

完
納
証
明
書　

＊
本
庁
収
税
課
ま
た
は
各
支
所
総
務

　

振
興
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い

4
処
理
容
器
設
置
後
の
写
真

※
電
力
を
用
い
る
も
の
の
場
合
の
み

○
申
請
書
提
出
先

　

本
庁
清
掃
事
業
課
・
本
庁
環
境
政

策
課
・
各
支
所
住
民
課

 資源再利用物回収奨励金制度

容器の種類 補　助　額

電力を用いるもの
（電動式処理容器）

購入額の1/3を補助　＊ただし上限は20,000円
とし1,000円未満の金額は切り捨てます
1世帯1基を限度とします　＊1基あたり補助制
度の対象期間は6年とします
※前回の交付日より起算

電力を用いないもの
（非電動処理容器）

購入額の1/3を補助　＊ただし上限は3,000円と
し100円未満の金額は切捨てます
1世帯2基を限度とします　＊1基あたり補助制
度の対象期間は3年とします
※前回の交付日より起算

❖

❖

1～ 5月末累計 6月 累計
平成１８年（導入前） 7,428,440 1,612,200 9,040,640
平成１９年（導入年） 7,030.000 1,426,170 8,456,170
平成２０年（２年目） 6,982,360 1,443,970 8,426,330
平成２１年（３年目） 6,644,730 1,468,510 8,113,240

伊賀北部地区　可燃ごみ収集状況の推移 (指定ごみ袋制度導入による比較 )平成２１年 6月末現在 単位 :㎏

補助金の対象となる容器

　環境学習の一環として再生
利用可能な廃棄物の集団回収
を実施し、環境問題に関する
意識の向上を図ることを目的
として、回収実施団体（あら
かじめ登録が必要です。）に、
その収集量に応じて奨励金を
交付しています。

に購入費の一部を助成していに購入費の一部を助成してい

者
の
氏
名
が
明
記
さ
れ
た
も
の
）

3完
納
証
明
書　

　

振
興
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い

4

　

資
源
再
利
用
物
回
収
奨
励
金
交
付
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